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議      長  日程第３「町長の行政報告」に入ります。 

町      長  皆さん、改めましておはようございます。12月に入りました。寒さも一段と

厳しくなろうかと思っておりましたけれども、ここのところ余り寒くなくてで

すね、過ごしやすい12月を迎え、富士山も冠雪をしておりますけども、見栄え

も大分よくなってきたなというふうに考えております。議員各位の皆さん方に

おかれましては、大変お忙しい中ですね、このように集まっていただいて、ま

すますまた御健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、去る11月28日に、平成30年第４回松田町議会定例会の招集告示をいた

しましたところ、議員各位におかれましては、公私に大変御多忙の折ですね、

全員の御出席を賜り、ここに本定例会が開催されますことを、まずもって御礼

を申し上げます。本当にありがとうございます。 

 それでは、議会に先立ちまして、貴重なお時間を拝借いたしまして、日を追

って、行政運営の一端を御報告をさせていただきます。 

まず、本年は、西日本豪雨や北海道胆振東部地震、さらには逆走した台風12

号、また台風24・25号が連続発生し、上陸するなど、日本列島全体を脅かす自

然災害が発生し、多くの被害に見舞われました。被災された方々におかれまし

ては、改めてお見舞いを申し上げる次第でございます。松田町におきましては、

地域自主防災会や消防団など、地域の皆様方の御協力をいただき、大きな被害

もなく済むことができました。また、酒匂川親水広場などに流木やごみが散乱

しておりましたが、地域の皆様方やスポーツ団体の方々の御協力を賜り、迅速

に復旧することができました。改めて、これら全ての関係者の皆さん方に、御

尽力に対して感謝申し上げる次第でございます。今後も発生し得る災害につき

ましては、町民自主防災会と行政などの役割分担を明確にし、日ごろから対応

策について準備、訓練することで、町民の安全・安心につながるよう取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、８月30日から11月11日まで、11日間、15会場において「協働と

挑戦のまちづくり座談会」を行いました。休日や平日の夜間といった時間帯に

もかかわらず、延べ244人の方々に御参加をいただき、多くの意見や提案、要

望をいただくことができました。今回の座談会は、主に各自治会からの地域別
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テーマに沿って語り合う意見交換会という形式でやらせていただきました。ま

た、町からの行政報告といたしまして、自治基本条例と新たな総合計画に関す

る説明や、時間に余裕があった会場につきましては、行政報告といたしまして、

各施策や事業の説明をさせていただきました。いただいた御意見、御要望につ

きましては、財政の確保や必要性、重要性等の優先順位を考慮させていただい

た上で、可能な範囲で、来年度以降の予算に反映させていきたいというふうに

考えております。 

 次に、地域資源の森林を活用して、エネルギーの地産地消や地域の活性化を

進めるため、町は「木質バイオマス・エネルギーの導入可能性を調査・分析し、

事業化に向けた計画」の策定を進めるため、専門的な民間事業者やＮＰＯ法人

等で構成する組織と、官民連携で推進するための業務委託を行い、進めている

ところでもございます。町の約76％の地域資源であります森林を生かしてエネ

ルギー自給率を上げるとともに、防災の強化や雇用の創出にもつなげ、町民全

ての命を守ることや、安全・安心な暮らしの提供を進めるための取り組みを進

めてまいります。ようやく国の100％の補助金を獲得することができましたの

で、まずは木材を切り出し、活用できる量がどれだけあるのか、木質チップと

して販売した場合に、受け入れる施設や可能性があるのか、一連の動きが地域

の生業として成立するのかなどなど検証し、実現可能な計画を策定し、来年度

以降、民間主体による事業が進むよう、町も支援をしてまいりたいというふう

に考えております。 

 続きまして、寄地区の活性化に向けて、冬のロウバイ、春の桜に続き、６月

ごろにハナショウブで寄地区に人を呼び込むプロジェクトといたしまして、本

年９月中津川沿いに地元住民を初め、ＮＰＯ法人、行政が連携協力いたしまし

て、3,500株のハナショウブの植栽を行っていただきました。まず９月11日に、

寄小学校の全児童38名が参加し、高さ30センチほどのハナショウブをポットか

ら取り出し、植栽作業に協力をしていただきました。また、９月17日には「花

菖蒲植栽セレモニー」を開催し、新たな観光拠点として町も積極的な支援に取

り組むことといたしました。 

 次に、９月29日には、有害鳥獣対策に伴う広域防護柵の設置と、防護柵修繕
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講習会を午前中に行い、午後から有害鳥獣捕獲個体の解体体験会を行いました。

夕方には、鳥獣被害対策や地域の活性化につなげるため、「ジビエ料理を食す

る体験会」を行いました。解体体験会につきましては29名が参加いただき、ジ

ビエを食する体験会につきましては47名が参加をいただき、定員を超える参加

者がありました。また、11月３日にも町民文化センターにおきまして「ジビエ

料理を食する体験会」、37名が参加をいただき、開催をされたところでもござ

います。引き続き、このような体験会を通じて、有害鳥獣対策におけるさまざ

まな取り組みを進めることで、狩猟免許保有者をふやし、地域産物などの被害

を減らしていけるよう取り組んでまいります。 

 次に10月２日、３日の２日間で、第９回松田ちょい呑みフェスティバルが開

催され、町内の19店舗の参加をいただき、町内商店街のにぎわいはもちろんの

こと、松田町のＰＲを担っていただくことに、改めて感謝申し上げます。今回

の実績につきましては、昨年同時期と比較いたしまして、販売金額は増収にな

ったということで伺っております。 

 次に10月２日には、初めて松田・寄幼稚園合同運動会が、また10月６日には

松田さくら保育園運動会が開催されました。松田・寄幼稚園の101名の園児、

松田さくら保育園の141名の園児たちが元気いっぱいに楽しんでおられました。

運動会には、保護者や地域の皆様方など多くの方々に来ていただき、園児たち

に大きな声援を送っていただきました。園児たちの種目に臨む真剣な姿や喜ぶ

顔を見ていますと、我々大人の責任の重さに、改めて感じたところでございま

す。今後も引き続き、未来を担う子供たちのために、町の未来をつくり、育む

さまざまな事業を実行してまいる所存でございます。 

 次に、10月６日から14日にかけて「秋のハーブフェスティバル2018」を開催

いたしました。今回は、オランダ大使館に後援をいただくことができましたの

で、新たに花にまつわる産業が盛んであるオランダを前面に出したイベントを

行い、「アメジストセージ」が見ごろを迎えるハーブガーデンで、花の国オラ

ンダとのコラボレーションとした祭りを実施したしました。オランダの歴史や

文化を体験できるさまざまなイベントを開催し、昨年より400人ほど多い約

3,000名の来場があり、地域資源である西平畑公園で、心休まるひとときを過
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ごされておられました。 

 次に、松田町交通指導隊が昭和43年５月に発足し、ことしで50年を迎えまし

た。これを記念し、11月17日に町民文化センター展示ホールにおきまして、松

田町交通指導隊発足50周年記念式典が開催されました。式典には町議会議員の

皆様、歴代の隊長、松田警察署長さん、１市４町の交通指導隊長及び関係者ら

約70名の方が御出席され、指導隊の皆様の日ごろの活動状況を集約したＤＶＤ

の鑑賞や、新しい隊服のお披露目を行いました。また、隊員の19名のうち、隊

長を含め５名の方が入隊から30年が経過し、町から表彰状を贈呈させていただ

きました。指導隊員の皆様におかれましては、町内の交通安全対策だけでなく、

防犯や災害発生時などの活動に対し活動いただいていますことを、改めて感謝

申し上げます。引き続き、町民の安全・安心につながるさまざまな取り組みに

ついて、町といたしても強力に支援をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 次に、昨年６月にまつだ乾杯条例を制定し、町内の飲食店や地域イベントに

おいて、松田産のお酒、ビール、お茶等において、乾杯を推進していただいて

ることに、改めて感謝を申し上げるところでございます。来年度は、町制施行

110周年という記念の年であることから、町内で酒米をつくり、記念酒をつく

る事業といたしまして、寄地区の遊休田約５反を復活させ、田植えから収穫ま

での作業を進めてまいりました。11月４日になりますが、記念酒づくりに参加

していただくことで、松田町に愛着を持っていただく人をふやすことを目的に

「稲刈り体験イベント」を行い、地元住民の皆様を初め、町内外から約70名の

方に御参加をいただきました。また、来年３月以降には、松田産のお酒…名称

ですけれども、「松田美人」が完成し、町制施行110周年の記念酒として、４月

から販売を行う予定としております。このプロジェクトには、地元の酒造会社

様や地域の方々、また町内外の皆様方に御協力をいただいてるとこでもござい

ます。このような事業を皮切りに、来年度は町制施行110周年記念に向け、さ

まざまな事業を展開してまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、11月25日に恒例であります「第21回まつだ産業まつり」が開催

をされ、好天にも恵まれ、約１万名の方に訪れていただきました。松田町と姉
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妹町であります千葉県横芝光町からは、毎年好評になっております特産品のひ

かりネギなどを多数お持ちいただきました。例年どおり買い求める方々が多く、

予想どおりに長蛇の列ができ、午前中に完売するなど好評を博したところでご

ざいます。また、姉妹町から松田町へ来ていただくだけではなく、１週間前の

11月18日には横芝光町の産業まつりに町関係者はもとより、監査委員とともに

伺いました。晴天に恵まれたことにより、お持ちした700キロの早生ミカンが

午前中にはなくなるほど、好評を博しました。また、鹿シチューや、寄養魚組

合のアユやサクラマスの塩焼き並びにサクラマスの燻製なども毎年人気を呼び、

大盛況に終了したとこでございます。横芝光町とは、昭和43年12月１日に姉妹

町として旧光町と姉妹町提携を結んで以来、今まで姉妹町としてお互いの繁栄

を願い、さまざまな分野で友好と親善を深め、50年という歳月を重ねてまいり

ました。11月25日の町産業まつり開催時には、佐藤晴彦横芝光町町長が来町さ

れ、議長、副議長、監査委員同席のもと、平成18年11月に交わした横芝光町と

の姉妹町盟約のさらなる推進のために、新たな盟約推進宣言書を締結させてい

ただきました。今後も協働の理念に基づき、記憶に残る事業やスポーツ交流だ

けでなく、両町の教育や文化、さらにはさまざまな地域資源を生かした経済交

流なども含め、連携強化を図ってまいります。 

 続きまして、11月23日より12月25日まで、約１カ月間、18万球のイルミネー

ションによります「第16回まつだきらきらフェスタ」を開催しているところで

もございます。12月22日にはバンドライブ、23日はものまねライブが行われる

など、数々のイベントを企画しております。また、来年１月12日から14日まで

の３日間、成人式をお祝いいたしまして、再点灯させる予定でございます。毎

年人気が高まるこの「きらきらフェスタ」でございますが、議員各位におかれ

ましては、大変御多用のところとまことに恐縮とは存じますが、ぜひ御来場い

ただきまして、ことし最後…平成最後のイベントとして見て感じ取っていただ

きますように、御案内申し上げる次第でございます。 

また、来年１月12日から２月11日まで、寄ロウバイまつりが開催されます。

地元の方々が植栽していただきました２万本ほどのロウバイが、冬の澄み切っ

た青空を背景に咲き誇る圧巻の風景と、甘い香りに満ちた園内に、ぜひ御来場
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いただければ幸いです。 

 最後になりますが、本定例会の会期中でありますが、町民文化センターのリ

ノベーションを記念して、12月７日にＮＨＫラジオの演芸番組、落語や漫才・

漫談の「真打ち共演」の公開収録が、町民文化センター大ホールで行われます。

観覧予定者は約800人を予定しております。なお、この模様はラジオ第１、全

国放送で来年の１月19日、26日、ともに土曜日でありますけども、午前10時５

分から放送されるということですので、ぜひこちらも楽しんでいただければと

思います。 

 それでは、本日の定例会に付議いたしました案件につきまして述べさせてい

ただきます。 

 まず、町の最上位計画になります議案第51号松田町第６次総合計画基本構想

及び基本計画について、総合計画審議会におきまして、慎重な審議の上、答申

をいただきましたので、松田町自治基本条例第15条第１項及び松田町議会基本

条例第５条第１項第１号の規定に基づき、本定例会に提案させていただくもの

でございます。議案第52号松田町地域創生推進拠点施設の設置及び管理に関す

る条例につきましては、旧松田土木事務所の施設の改修及び管理運営に伴いま

ちづくりを創生・推進拠点の施設設置及び管理について、新規条例を本定例会

に提案させていただくものでございます。 

 次に、改正条例といたしまして、議案第53号松田町職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例では、人事院勧告に伴います職員の給与に関する条例の

一部を改正するため、所要の条例改正を行いたいので提案するものでございま

す。議案第54号松田町税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法

の一部改正に伴い、当町税条例において、当法律の条項を引用している部分と、

及び文言の改正が必要なため提案するものでございます。議案第55号松田町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険税の算

出方法について、現在の４方式から資産割を廃止し、所得割、均等割、平均割

の３方式とするため、改正を行いたいので提案するものでございます。 

 続きまして、議案第56号小田原市斎場に係る事務の委託に関する協議につい

ては、来年度から供用開始となります小田原市斎場に係る事務を小田原市へ委
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託することについて、小田原市と協議するに当たり、地方自治法第252条の２

の２第３項の規定により、議会の議決を求めるため提案するものでございます。

議案第57号平成30年度松田町一般会計補正予算（第５号）の主なものにつきま

しては、さきの松田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による人

件費の増減補正や、町営住宅解体整地工事費、教育施設整備に係る空調設備設

置工事費ほかに伴う補正並びに繰越明許費及び地方債の追加補正でございます。

議案第58号平成30年度松田町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、保険基盤安定繰入金等が確定したことによる歳入補正と、人事

院勧告による職員給与費に係る補正等をさせていただくものでございます。議

案第59号平成30年度松田町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１

号）につきましては、前年度実績による繰越金確定等による歳入補正と、人事

院勧告による職員給与費に係る歳出補正をさせていただくものでございます。

議案第60号平成30年度松田町上水道事業会計補正予算（第１号）及び議案第61

号平成30年度松田町下水道事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、

人事院勧告等による職員給与費に係る補正をさせていただくものでございます。

議案第62号平成30年度松田町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につき

ましては、さきの松田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による

人件費の増額及び４月の人事異動に伴う増減分と、それに伴う一般会計繰入金

の減を補正させていただくものです。 

同意第５号教育委員会委員の任命については、１名の委員の任期が平成31年

１月24日で満了するため、この議会で同意として上程させていただくものです。

同意第６号固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、１名の委員の

任期が平成30年12月14日で満了するため、この議会で同意案件として上程する

ものでございます。同意第７号人権擁護委員の推薦については、１名の人権擁

護委員の任期が平成31年３月31日で満了するため、本定例会に同意案件として

上程させていただくものです。 

また、本定例会中になりますが、一般会計補正予算（第６号）といたしまし

て、松田小学校建設事業に伴う追加議案を提案させていただく予定としており

ますので、その節には御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 
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なお、今回提案させていただく各案件につきましては、議事の進行に伴い、

私を初め副町長、教育長、所管の課長等により説明を申し上げますので、よろ

しく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 

ことしもわずかになりました。行政運営に対しまして、本年も議会の皆様方

の多大なる御理解と御協力をいただきましたことを、この場をお借りして、改

めて御礼を申し上げます。来年５月より、新元号となります。来年新しい年に  

おかれましても、変わらぬ御支援を賜りますようお願いするとともに、議員各

位におかれましては、皆様が御健康でよきいい年が迎えられますことを心から

御祈念申し上げて、私からの行政報告とさせていただきます。本日から何とぞ

よろしくお願いいたします。 

議      長  町長の行政報告を終わります。 


